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第1章 障害者福祉施設の個別施設計画について 

1-1  背景 

本市の公共施設（建物系）とインフラ（以下、「公共施設等」と総称する。）は、高度経済成長を背

景に人口の増加や行政需要の拡大に比例する形で整備されてきました。実際、昭和４０年代半ば

から５０年代後半にかけての建設・整備が集中しています。これらの公共施設等は、年月の経過に

伴い老朽化が進行し、一斉に更新の時期を迎えます。 

そのようなことから、本市では、公共施設等を総合的かつ計画的な管理を推進するために、国

からの公共施設等総合管理計画の策定要請を受け、「取手市公共施設等総合管理計画」（以下、

「総合管理計画」という。）を平成２８年（2016）７月に策定し、令和４年（2022）３月には、施設の

現状を勘案しながらの施設評価による適正配置方針や、「施設のあり方の検討時期」、「修繕・改修

周期の考え方」など、維持・保全の基本方針などを示した、「取手市公共施設等総合管理計画第１

次行動計画」（以下、「第１次行動計画」という。）を策定しました。 

 

1-2  計画の目的 

障害者福祉施設個別施設計画は、第１次行動計画において、個別施設計画に求められた施設の

現状を勘案しながらの施設評価による適正配置方針や、維持・保全の基本方針など踏まえ施設ご

との再配置や保全のスケジュールについて、施設の状態を把握し、状態に合わせた施設整備の水

準を示し、施設が目指すべき姿に向けた行動計画を検討します。 
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1-3  計画の位置づけ 

本計画は、平成２５年（2013）１１月に国土交通省から公表された、「インフラ長寿命化基本計画」

と、その後、総務省が地方公共団体に対し策定を要請した個別施設計画として位置づけます。 

また、総合管理計画で掲げた、今後の人口動向や厳しい財政見通しを踏まえて、3 つの基本理

念・方針や、試算の結果、長寿命化や保全による基準の見直しを行っても、既存の施設を全て維持

することはできないことから、当市の財政状況で更新等にかかる費用を賄えるまで施設量を縮減

する必要があるとして設定した縮減目標の実施計画と位置付けます。 

 

図表 1-1 計画の位置づけ 
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1-4  計画期間 

令和６年度（20２４）から令和１５年度（20３３）の１０年間 

本計画は今後１０年間の障害者福祉施設の維持・更新についての方針を示すものであり、上位

計画である総合計画、総合管理計画などと整合を図るため、これらの計画の見直しにより修正す

べき内容は適宜見直していきます。 

 

1-5  対象施設 

本計画の対象施設は以下の４施設です。 

図表 1-2 対象施設 

施設名 延床面積（㎡） 所管課 

障害者福祉センターつつじ園 2,182 障害福祉課 

障害者福祉センターあけぼの 440 障害福祉課 

障害者福祉センターふじしろ 9９2 障害福祉課 

こども発達センター 1,148 障害福祉課 
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第2章 障害者福祉施設の目指すべき姿 

障害者福祉施設は、障害福祉サービスや障害児通所サービス（以下、「障害福祉サービス等」と

いう。）の提供により、障害児・者が社会の一員として地域とつながり、社会参加できる環境を整備

するとともに、障害のあるなしに関わらず、市民の誰もが安心して暮らせる共生社会の実現を目

指しています。個々の状態にあったきめ細かなサービスの提供により、利用者一人ひとりが希望

を持ち生活できる支援体制が不可欠です。 

近年、障害福祉サービス等の利用者数は増加傾向にありますが、施設の老朽化が進み、設備等

の維持管理に課題があります。 

これらを踏まえて、以下のとおり障害者福祉施設の目指すべき姿となる（１）から（４）を設定しま

す。 

 

（1）  安全安心な施設 

劣化が進む部位の点検を行い、老朽化する施設に適切な保全を行うことで、安全安心な施

設を目指します。 

（2） 障害福祉の拠点としての施設 

障害福祉を支える施設として、多様化するニーズへの対応や、多機能化による利便性向上

等によって利用者に配慮した利用しやすい環境の整備を進めるなど、適切な障害福祉サー

ビス等の質の向上を目指します。 

（3） 持続可能な施設 

設備の更新、改修時においては、省エネルギー性能の優れた設備導入などにより、環境負

荷の低減に配慮した、持続可能な施設を目指します。 

（4） 環境変化に対応した施設 

建て替えを検討する際は、民間福祉施設の配置状況についても把握し、市全体として施設

配置、運営方法の適正化を検討し、環境の変化に対応した施設を目指します。 
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参考として、「取手市公共施設等総合管理計画」（平成28年７月策定）に掲載されている障害者福

祉施設の課題の内、未対応の課題と、改善の方向性は以下のとおりです。 

課題 

・ 障害者を対象とする施設整備は、民間主体の整備を基本とし、事業計画に基づき、障害のあ

る人の地域生活を支える拠点としての重要な機能と位置づけ、再構築が必要となっていま

す。 

改善の方向性 

・ 保健・福祉施設は、事業内容や機能をはじめ、代替可能なサービスを提供する民間施設の配

置状況についても把握し、市全体として施設配置、運営方法の適正化を検討していきます。 

・ 障害者福祉施設は、将来の利用予測のもとに、機能配置の最適化、民間への移管によりサー

ビスの充実を検討していきます。 

・ 地域の福祉の拠点として、ニーズの変化に対応するための複合化も併せて検討していきま

す。 
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第3章 施設の状態等 

3-1  障害者福祉施設の運営状況・活用実況等の実態 

（1） 取手市の将来人口の推移 

① 市内総人口 

市の総人口は、平成 10 年(1998)の 11.8 万人をピークに減少傾向にあり、令和 22 年

(2040)には約 4 分の 3 に減少し、2.8 人に 1 人が老齢人口(65 歳以上)になると予想されて

います。 

図表 3-1 人口状況 

 

出典：第六次取手市総合計画 基本計画「とりで未来創造プラン 2024」 
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② 人口減少推移による影響 

各種障害者手帳の交付者数は年々増加傾向にあり、各施設の利用者数も増加している状況で

あるため、人口減少による施設運営への影響は少ないものと考えます。 

 

図表 3-2 各種障害者手帳交付件数 

 

出典：第７期障害福祉計画 

（2） 現在の利用状況 

① 障害者福祉センターつつじ園 

主に在宅の知的障害者が、自立した日常生活を営むために必要な訓練や就労の機会を得ること

を目的として、就労訓練、生活訓練及び生活介護を利用しています。また、日中の居場所や創作的

活動を行う場としても利用しています。 

② 障害者福祉センターあけぼの 

主に在宅の身体障害者や難病患者等が、創作的活動、レクリエーション、社会適応訓練、入浴等

のサービスの提供を受けることを目的として、生活介護、機能訓練を利用しています。 

③ 障害者福祉センターふじしろ 

主に在宅の知的障害者及び精神障害者が、自立した日常生活を営むために必要な訓練、就労の

機会を得ることを目的として、生活訓練や就労訓練、生活介護を利用しています。 
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④ こども発達センター 

発達に遅れや偏りのある児童（概ね就学前）とその親が、基本的生活習慣や対人関係を育み、心

身の発達を促すことを目的として、児童福祉法による児童発達支援事業、放課後等デイサービス事

業、保育所等訪問支援事業を利用しています。 

（3） 利用状況の変化 

行政がサービスの内容や利用先などを決めていた措置の時代から施策の中心的施設として、重

度から軽度までの身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病患者・障害児等が数多く利用してい

ます。障害者の高齢化により、介護保険サービスへ移行する利用者や就労等によりサービスの利

用を終了する利用者も一定数は見込まれますが、延べ利用者数はほぼ横ばいで推移していること

から、各施設の利用者数は今後も大きく変わることはないと想定されます。 

 

図表 3-3 障害福祉施設利用者数の推移（延人数） 

 
出典：各障害福祉施設実績報告書 
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（4） 障害者福祉施設の配置状況 

本計画の対象となる障害者福祉センターつつじ園、障害者福祉センターあけぼの、障害者福祉

センターふじしろ、こども発達センターの市内の配置状況は以下のとおりです。 

 

図表 3-4 障害者福祉施設の配置状況 
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（5） 障害者福祉施設の保有量 

① 障害者福祉施設の現状 

本市は平成 27 年（2015）時点で約 24.7 万㎡の公共施設を保有しています。 

障害者福祉施設は、4,7６2 ㎡を保有しており、公共施設全体における構成比は 1.9％です。 

 

 

出典：取手市公共施設等総合管理計画 

 

② 築年別整備状況 

 障害者福祉センターつつじ園 平成８年（１９９６）建築 

平成３０年度（2018）に空調設備改修工事を実施 

令和５年度（２０２３）に高圧気中開閉器の改修、非常用放送設備改修工事を実施 

 障害者福祉センターあけぼの 昭和５５年（１９８０）建築 

老人福祉センターあけぼの（高齢福祉課所管）と複合 

令和２年度（２０２０）に屋根・外壁改修工事を実施 

 障害者福祉センターふじしろ 昭和６２年（１９８７）建築 

平成２９年度（2017）に外壁改修工事を実施 

  

図表 3-5 類型別公共施設保有割合 
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 こども発達センター 昭和５７年（１９８２）建築 

取手市役所分庁舎（都市計画課所管）と複合 

令和４年度（２０２２）に照明器具 LED 化工事を実施 

令和５年度（２０２３）に室内のカーペットの改修を実施 

 

 

図表 3-6 障害者福祉施設の築年別整備状況 
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（6） 施設関連経費の推移 

光熱水費については、障害者福祉センターあけぼのを除き、指定管理料に含まれています。令

和元年（２０１９）までは横ばいで推移していましたが、令和 2 年（２０２０）以降、物価高騰の影響等

により微増傾向にあります。 

また、維持管理経費については、随時改修工事や修繕を行っているところですが、各施設の老

朽化に伴い、今後も同様の傾向が続くものと考えられます。 

 

図表 3-7 障害者福祉施設の施設関連経費の推移 
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（7） 今後の維持・更新コスト（従来型） 

障害者福祉施設を従来通り維持管理していく場合、建替えや大規模改修を含め今後３０年間で

平均０．５億円、総額１６．１億円のコストがかかります。 

 

図表 3-8 障害者福祉施設の今後の維持管理更新コスト（従来型） 
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（8） 各施設の概要 
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3-2  障害者福祉施設の劣化状況の実態 

障害者福祉施設の劣化状況につきましては、当市で導入している公共施設マネジメントシステ

ム（以下、「システム」という。）の総合劣化度を基準とします。 

（1） 総合劣化度 

統一的な基準で、建物の劣化状況を把握するため、建物調査シート（巻末：参考資料）を用いて、

建物ごとに調査を実施します。調査の結果はシステムに入力します。システムは、入力結果から各

建物の部位ごとの劣化状況を a からｄで判定し、各部位の調査結果、築年数や改修状況を加味し

た、総合劣化度を出力します。総合劣化度は、20点から 100 点となり、点数が高いほど劣化が進

行しています。 

（2） 障害者福祉施設の総合劣化度一覧 

建築年数が35 年～４０年経過している施設が多く、全体的に老朽化が進んでいます。特に電気

設備、外装等の劣化が著しい状態です。 
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図表 3-８ 障害者福祉施設の総合劣化一覧 
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98 障害者福祉センターあけぼの 6007 老人福祉センター　あけぼの 2023/5/22 55.44 44 a a b a a b a d a d a d d c a a a a

97 障害者福祉センターつつじ園 6013 つつじ園　（新館） 2023/6/2 41.36 18 a a a a c a a a c a c a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

総
合
劣
化
度

整
理
番
号

施
設
名

整
理
番
号

建
物
名

調
査
日

空調換気
設備

その
他の
設備

主要室築
後
年
数

躯体 外部仕上げ 外構 電気設備 給排水衛生設備
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第4章 施設整備の基本的な方針等 

4-1 施設の規模・配置計画等の方針 

（1） 障害者福祉施設の個別施設計画の基本方針 

今後の維持管理の取組みについては、総合管理計画で示された「公共施設等の管理に関する基

本的な考え方」及び第１次行動計画で示された「維持・保全の基本方針」に基づき実施していきま

す。 

障害者福祉施設においては、「第２章 障害者福祉施設の目指すべき姿」（１）安全安心な施設で

示したとおり、周期的・計画的な修繕・改修を実施し、施設の機能や安全性を高い水準で維持する

ため「予防保全型」を採用します。 

施設のあり方検討は、全施設を対象に、存続、 廃止、縮小、集約化、複合化の方針や、施設の運

用期間を検討し、施設の今後のあり方を検討します。障害者福祉センターつつじ園は令和 13 年度

（２０３１）に、施設のあり方の検討①を行い、今後施設を運用する期間を設定します。 障害者福祉

センターふじしろについては、令和 4 年度(２０２２)にあり方の検討①を行いました。 

耐用年数については、施設のあり方の検討①の際に、建物の構造別に標準耐用年数と目標耐用

年数を設定します。予防保全型維持管理を行い、長期的に存在すべきと判断された施設は、躯体

の健全性を確認のうえ、問題がなければ目標耐用年数を適用します。鉄筋コンクリート造の施設は

標準耐用年数を６０年、目標耐用年数を８０年としており、木造の施設は標準耐用年数を４０年、目

標耐用年数を５０年としています。事後保全型維持管理を行う建物については、標準耐用年数を

適用します。 

長寿命化の方針としては、「第２章 障害者福祉施設の目指すべき姿」（２）障害福祉の拠点とし

ての施設で示したとおり、多機能化による利便性向上や障害の有無、性別等にかかわらず誰もが

利用しやすい環境の整備として、バリアフリー化やユニバーサルデザイン化を進めます。 

また、「第２章 障害者福祉施設の目指すべき姿」（３）持続可能な施設、及び（４）環境変化に対応

した施設に基づき、設備の更新、改修時における省エネルギー化や脱炭素化を推進しつつ、施設の

配置・運営方法の適正化についても検討を行い環境の変化に対応した施設を目指します。 
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（2） 障害者福祉施設の規模・配置計画等の方針  

第１次行動計画では、今後の人口減少等を踏まえ、令和３７年度（２０５５）までに保健・福祉施設

を5.5％縮減する方針としていますが、民間での受け入れが困難な重度の障害者の自立や社会参

加の機会等を確保するため、既存の障害者福祉施設については、劣化対策の優先順位や中長期的

な保全計画を立てるなど、計画的な修繕を進め、適正なサービスの提供に努めます。 

障害者福祉施設は、障害のある人の地域生活を支える拠点として重要な機能を果たす場と位

置づけられていることから、民間主体の整備を基本とし、将来の利用予測のもとに、機能配置の最

適化、民間への移管等によるサービスの充実を検討していきます。 

 

4-2  修繕・改修等の基本的な方針 

本計画では、第１次行動計画で示された、予防保全型維持管理を実施する施設の、修繕・改修周

期の考え方に沿い、実施していくことを基本的な方針とします。ただし、これまで、大規模改修工

事等が未実施のままで、既に大規模改修の時期が経過している施設については、あり方の検討①

によって運用期間が標準耐用年数とされたことから、残存期間に見合った内容の改修等を実施し

ます。 
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4-3  目標使用年数、改修周期の設定 

障害者福祉センターつつじ園は令和 13 年度（2031）に、施設のあり方の検討①を行い、今後

施設を運用する期間を設定します。 

 障害者福祉センターふじしろ及び障害者福祉センターあけぼのについては、令和 4 年度

（2022）にあり方の検討①を行い、標準耐用年数の６０年まで必要な保全を行い使用していくこ

とを決定しました。 

こども発達センターは、分庁舎に複合されていることから、分庁舎のあり方に準じ、個別施設計

画の計画期間後となる令和１８年度(２０３６)に建築後５５年目に実施する「あり方の検討②」を

行い、長寿命化の実施可否を判断します。 

障害者福祉施設のうち統廃合等を想定しない施設は、原則として６０年を標準耐用年数として

予防保全型維持管理を行いながら使用し、長期的に存在すべきと判断された場合は、躯体の健全

性を確認のうえ、問題がなければ 80 年間使用することを目標とします。 

改修については、劣化が進行した部位をある程度まとめて更新することで、保全コストを縮減し、

工事回数を減らすことにより利用者の利便性を確保するため、20年ごとに周期的な修繕・改修工

事を行うことを基本とします。 

 

図表 4-1 修繕・改修のイメージ 

 

出典：第１次行動計画 
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第5章 基本的な方針を踏まえた施設整備の水準等 

5-1  改修等の整備水準 

当市の障害者福祉施設においては、各施設とも建築後 2７年から４０年以上経過し老朽化が進

んでいますが、限られた予算の中で今後も引き続き維持・管理をしていく必要があります。 

設備の更新、改修にあたっては、図表５－１に示したように、建物の耐久性向上対策として、構

造躯体の劣化度を回復する、または耐久性を上げるような改修、耐久性に優れた仕上げ材への取

替、省エネルギー化及び脱炭素化により環境負荷の低減に配慮した整備を行っていきます。 

また、設備の修繕については大規模な不具合が生じた後に行うのではなく、劣化や損傷が軽微

である早期段階から補修やメンテナンスを施す予防保全型の維持管理を実施することにより、突

発的な事故や費用発生を減少させるとともに、施設の不具合による被害のリスクを緩和します。 

 

図表 5-1 各部位の整備内容表 

項目 整備内容 

外壁・屋根 

・屋上防水の更新、断熱化 

・高耐久外壁塗装 

・外部開口部の更新及び遮熱化 

・外部鉄部の保護塗装 

内部 ・高耐久性・防カビ性クロス 

電気設備 ・LED 照明化 

給排水設備 ・節水型衛生器具への更新 

空調設備 ・省エネルギー型への更新 
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5-2  維持管理の項目・手法等 

障害者福祉施設を長期的に活用するために、適切な点検・診断を実施し、建物の劣化・損傷の把

握に努めます。点検・診断の結果を踏まえて、「３ｰ２  障害者福祉施設の劣化状況の実態」に記載

している評価指標を用いて、老朽化状況の情報を更新します。 

点検・診断の方法については、建築基準法第 12 条による法定点検のほか、職員による通常点

検（目視点検等）及び専門業者による詳細点検等により行います。 

 

図表 5-2 各種点検実施表 

調査 

主体 
調査者 点検種別 実施時期 点検内容 

施 設 管 理 担 当

課 

専門業者 

建 築 基 準 法 第

12 条に基づく

定期点検 

・建築物の敷地、構

造は 3 年以内ごと 

・特定建築設備（昇

降機、その他）は 1

年以内ごと 

・敷地、建築構造、建

築仕上げ、防火区画、

建 築 設 備 な ど の 損

傷、腐食その他の劣化

状況 

各種設備等の 

法定点検 

・各月 

・受変電設備（キュー

ビクル） 

・浄化槽設備等 

・年 2 回 ・消防用設備 

各種設備の 

自主点検 
・年 2 回 

・建物外部、内部の不

具合個所の点検 

施 設 管 理 担 当

課職員 
現地調査 

・年１回 

・施設の劣化状況の把

握、不具合個所の確

認 

・マネジメントシステ

ムへの入力 

・日常 ・日常的な設備の点検 
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第6章 障害者福祉施設の実施計画 

6-1 改修等の優先順位付けと実施計画 

（1） 実施時期の考え方 

「施設の状態等」や「施設整備の基本的な考え方」、「施設整備の水準等」を踏まえ、障害者福祉施

設の改修等に関する優先順位付けの考え方を示します。 

優先順位付けについては、下図のとおり、あり方の検討の結果や総合劣化度を基に行うものと

します。 

 

 



 

26 

 

（2） 実施スケジュール 

直近１０年間の整備スケジュール  

       

施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費

新増築事業

改築事業

耐震化事業

長寿命化改修

大規模改修
（老朽化）

中規模改修
（老朽化）

防災関連事業
ふじしろ火災
報知器入替

993,170

トイレ整備

空調設備
あけぼの

空調改修工事
（設計）

1,800,000
あけぼの

空調改修工事
42,000,000

バリアフリー・
ユニバーサル

デザイン

脱炭素化

部位修繕
あけぼの

受変電設備（設
計）

600,000
あけぼの

受変電設備
10,000,000

111,411,000 111,411,000 111,411,000 111,411,000 111,411,000 111,411,000 111,411,000 111,411,000 111,411,000 111,411,000

13,600,000 13,600,000 13,600,000 13,600,000 13,600,000 13,600,000 13,600,000 13,600,000 13,600,000 13,600,000

125,011,000 125,011,000 126,811,000 167,011,000 125,611,000 135,011,000 126,004,170 125,011,000 125,011,000 125,011,000

2024(R06) 2025(R07) 2026(R08) 2027(R09) 2028(R10) 2029(R11) 2030(R12) 2031(R13) 2032(R14) 2033(R15)

その他の施設整備費

維持修繕費

光熱水費・委託費

合　計

年度

施
設
整
備
費

（単位：円） 
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（3） 優先順位一覧表 

 

 

（4） 更新までの対策費用（概算） 

障害者福祉施設を、長寿命化対策を行い維持管理していく場合、従来通り維持管理していく場合に比べ、

建替えや大規模改修を含め今後３０年間で平均 0．3 億円、総額１１億円のコストが削減できます。 

 

  

優先度

１
優先度

２
優先度

３

1 障害者福祉センターつつじ園 障害者福祉センターつつじ園（旧館） 6012 RC 2 1,070 1996 予防 ① 2031 未実施 61 28

2 障害者福祉センターつつじ園 障害者福祉センターつつじ園（新館） 6013 S 2 1,112 2006 予防 ① 2041 未実施 41 18

3 障害者福祉センターあけぼの 障害者福祉センターあけぼの 6007 RC 1 1,353 1980 予防 ① 2022 存続 55 44

4 障害者福祉センターふじしろ 障害者福祉センターふじしろ 6003 RC 2 992 1987 予防 ① 2022 存続 62 37

6 こども発達センター こども発達センター 8005 RC 1 2,306 1982 予防 ① 2022 存続 61 42

築年数
総合
劣化度

延床
面積
（㎡）

建築
年度

保全
種別

種別
実施
年度

結果

あり方の検討

優先
順位

施設名 建物名 棟番号 構造 階数

：築30年以上：築50年以上
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6-2  改修等のコストの見通し ～維持・更新の課題と今後の方針～ 

生産年齢人口の減少に伴い、市税の減少が見込まれ、歳出に関しては老齢人口増加に伴う扶助費の増

加が見込まれます。上記のように、今後厳しい財政状況が続くことから、施設の維持管理に充当できる財

源が縮小していくことが予想されます。可能な限り必要経費を抑制していくため、費用対効果を十分分析

し、維持管理費等の適正化を図っていきます。また、将来を見据え、必要に応じて基金への積み立てを計

画的に行い、施設の改修や建替えに活用できるよう検討します。  
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第7章 計画の推進について 

7-1  情報基盤の整備と活用 

公共施設マネジメントシステムを使用して、施設の基本情報や光熱水費をはじめとする運営費、改修・修

繕等の工事履歴や劣化情報等の一元管理を行うことにより、基本的方針の再検討、改修等の優先順位付

けの検討を行います。 

7-2  推進体制等の整備 

 本計画は、利用者にアンケート等で意見を聞く機会を設けるなど、行政と市民とが十分に情報共有を

図りながら継続的に推進していきます。 

また、本計画に記載する取組みについては、障害福祉課を中心として実施しますが、施設の統廃合や再

編等については、所管課及び関係課において原案協議のうえ、全庁的な推進体制である取手市公共施設

マネジメント戦略会議に諮り、方針を定めます。 
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7-3  フォローアップ 

本計画を着実に進めていくためには、ＰＤＣＡサイクルを実施していくことが重要です。 

「PLAN（計画）」では、上位・関連計画を踏まえながら本計画の策定・見直しを行います。 

「DO（実施）」では、公共施設の点検・診断や、再編方針の推進、大規模改修・建替え工事などを実施する

とともに、それらに関する情報整理を行います。 

「CHECK（検証）」では、公共施設マネジメントシステム等を活用して、再編方針や大規模改修・建替え工

事の進捗状況について定期的な評価・検証を行います。 

「ACTION（改善）」では、評価検証の結果をもとに、問題点・課題を探り対策方針を検討し、必要に応じ

て「PLAN（計画）」の見直しにつなげます。 

 

図表 7-1ＰＤＣＡサイクル 

 

 

7-4  市民との情報共有・協働のあり方について 

 利用者にアンケートを実施し意見を聞く機会を設けるなど、行政と利用者とが十分に情報共有を図り

ながら、検討を進めていきます。 

また、市民ニーズが多様化する中、行政だけでなく、市民をはじめとした民間の様々な主体が自発的に

地域の課題に取り組む、協働によるまちづくりも推進していきます。 
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